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淘
汰
さ
れ
る
歯
科
医
院

検
査
の
口
実
に
さ
れ
る
危
険

性
も
は
ら
ん
で
い
る
。

　

２
０
１
１
年
に
実
施
さ
れ

る
レ
セ
オ
ン
ラ
イ
ン
化
は
、

医
師
か
ら
診
療
に
お
け
る
裁

量
権
を
奪
い
、
医
療
の
標
準

化
・
点
数
の
包
括
化
に
つ
な

が
り
、
医
療
情
報
を
集
約
、

　

歯
科
医
院
締
め
付
け
の
背

景
に
は
医
療
費
抑
制
を
図
る

「
構
造
改
革
」
が
あ
る
。「
構

造
改
革
」
に
よ
っ
て
毎
年
、

社
会
保
障
費
が
２
２
０
０
億

円
削
減
さ
れ
、
そ
の
う
ち
、

歯
科
医
療
費
が
７
０
０
億
円

を
占
め
る
と
い
う
状
況
で
あ

る
。
小
泉
（
元
首
相
）
人
気

の
裏
側
で
強
行
さ
れ
た
と
い

あ
る
。

　

個
人
情
報
保
護
法
で
は
、

カ
ル
テ
と
レ
セ
プ
ト
の
開
示

を
義
務
付
け
、
患
者
に
医
療

内
容
を
監
視
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

医
療
安
全
の
指
針
で
は
、

診
療
報
酬
上
の
手
当
て
が
な

い
ま
ま
責
任
者
の
配
置
や
指

針
整
備
が
課
せ
ら
れ
、
立
入

審
査
・
指
導
の
効
率
化
と
強

化
の
た
め
に
「
活
用
」
さ
れ

る
。

　

厚
労
省
の
路
線
に
対
応
す

る
た
め
に
は
、
多
大
な
出
費

が
迫
ら
れ
る
。

　

安
全
管
理
は
、
歯
科
医
院

に
と
っ
て
特
に
不
採
算
。
例

え
ば
、
外
来
環
（
30
点
）
の

体
制
整
備
に
は
１
０
０
万
円

ぐ
ら
い
か
か
る
。
３
４
０
０

件
の
初
診
で
元
が
取
れ
る

が
、
月
20
件
の
初
診
で
約
14

年
か
か
る
。
結
局
は
回
収
で

き
な
い
。
厚
労
省
は
、
本

来
、
国
や
保
険
者
が
負
担
す

べ
き
費
用
を
医
療
機
関
に
肩

代
わ
り
さ
せ
て
い
る
。
こ
の

路
線
に
乗
れ
な
い
医
院
は
、

選
別
・
差
別
さ
れ
、
淘
汰
さ

れ
る
。

厚
労
省
方
針
は

指
導
の
３
倍
増

　

社
会
保
険
庁
の
解
体
に
伴

い
、
今
年
10
月
か
ら
指
導
・

監
査
事
務
は
社
会
保
険
事
務

局
か
ら
地
方
厚
生
局
に
移
管

さ
れ
る
。
近
畿
厚
生
局
は
、

大
阪
・
京
都
・
兵
庫
・
奈
良

・
和
歌
山
・
滋
賀
・
福
井
を

管
轄
す
る
。
こ
れ
を
機
に
厚

労
省
は
、
指
導
・
監
査
の
強

化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。

「
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

質
向
上
・
効
率
化
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
で
は
、
個
別
指
導
の
件

数
を
現
在
の
３
倍
の
「
毎
年

８
０
０
０
箇
所
を
目
指
す
」

と
明
記
。
さ
ら
に
同
省
は
、

指
導
に
あ
た
る
人
員
の
増
員

や
、
関
東
信
越
と
近
畿
の
両

厚
生
局
に
「
特
別
指
導
課
」

を
新
設
す
る
。

　

九
州
で
は
保
健
所
が
歯
科

医
院
へ
の
立
入
検
査
を
実
施

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

改
善
報
告
を
求
め
ら
れ
る

名
の
通
報
が
激
増
し
て
い

る
。

　

大
阪
府
の
個
別
指
導
選
定

委
員
会
の
資
料
で
も
、
指
導

の
選
定
理
由
と
し
て
、
患
者

通
報
に
よ
る
架
空
請
求
や
付

増
請
求
が
散
見
さ
れ
る
。

　

日
歯
の
調
査
に
よ
る
と
、

大
阪
府
歯
科
医
師
会
へ
の
患

者
か
ら
の
苦
情
・
相
談
件
数

が
２
年
で
４
倍
に
増
え
、
６

６
４
件
と
な
っ
て
い
る
（
表

２
）。

　

こ
こ
で
重
要
に
な
る
の

が
、
従
業
員
や
患
者
と
の
信

頼
関
係
の
構
築
で
あ
る
。
日

ご
ろ
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
深
く
取
っ
て
い
れ

ば
、
通
報
は
防
ぐ
こ
と
が
で

き
る
。
患
者
の
要
望
は
保
険

の
利
く
範
囲
を
広
げ
て
ほ
し

い
、
窓
口
負
担
を
下
げ
て
ほ

し
い
と
い
う
こ
と
。
患
者
の

立
場
に
立
っ
た
運
動
を
通
じ

て
、
信
頼
関
係
を
よ
り
強
固

に
で
き
る
。

　

患
者
や
従
業
員
を
味
方
に

つ
け
て
、
社
会
保
障
や
国
民

の
生
命
と
健
康
を
守
る
た
め

に
運
動
し
て
こ
そ
、
歯
科
医

院
へ
の
締
め
付
け
の
流
れ
を

跳
ね
返
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

次
期
総
選
挙
で
は
、
歯
科

医
療
危
機
打
開
と
社
会
保
障

充
実
に
力
を
尽
く
す
政
治
家

を
私
た
ち
自
身
が
選
ぶ
必
要

が
あ
る
。

�
（
つ
づ
く
）

　

協
会
は
、
01
年
に
大
阪
府

と
の
交
渉
で
指
導
時
の
録
音

と
弁
護
士
の
帯
同
を
認
め
さ

せ
、
03
年
に
は
指
導
の
場
に

弁
護
士
の
立
ち
会
い
を
実
現

し
た
。
さ
ら
に
持
参
物
の
簡

素
化
や
、
帯
同
弁
護
士
の
都

合
に
よ
る
日
程
変
更
、
無
理

な
返
還
要
求
を
跳
ね
返
し
て

き
た
経
緯
が
あ
る
。
協
会
は

今
後
も
、
同
僚
歯
科
医
師
の

帯
同
、
持
参
物
の
簡
素
化
を

求
め
て
い
く
。

　

ま
た
、
技
官
の
指
導
内
容

を
監
視
す
る
た
め
に
も
、
個

別
指
導
の
際
に
は
協
会
に
相

談
い
た
だ
き
た
い
。

医
療
守
る
運
動
で

締
め
付
け
跳
ね
返
す

　

中
電
病
院
で
の
ペ
リ
オ
ク

リ
ン
の
使
い
回
し
報
道
を
通

じ
て
マ
ス
コ
ミ
は
歯
科
不
信

を
あ
お
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
日
本
労
働
組
合
総

連
合
会（
連
合
）や
大
手
企
業

の
健
保
組
合
が
医
療
費
通
知

の
チ
ェ
ッ
ク
を
促
す
「
不
正

請
求
摘
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
し
て
い
る
。
連
合
は
さ
ら

に
、
レ
セ
プ
ト
並
み
の
領
収

書
の
発
行
ま
で
求
め
て
い
る
。

　

保
険
者
の
患
者
と
医
療
機

関
の
信
頼
関
係
を
崩
す
よ
う

な
運
動
を
反
映
し
て
か
、
匿

　

強
ま
る
歯
科
医
院
の
締
め

付
け
に
い
か
に
対
抗
す
る

患
者
と
の
信
頼
関
係
を

変
貌
す
る
指
導・監
査
体
制

厚
労
省
の
ね
ら
い
は
医
療
費
削
減

審査体制の強化 
支払基金

診療報酬改定
中医協 医

療
費
通
知

告
発

通
報

協力

監視

保険者機能の強化
保険者

医療費・施設基準・医療
提供体制への監視の目

患者

医療費抑制
会計検査院

税務調査
税務署

医療安全
立入検査

保健所

スタッフ

歯科医院

指導・監査体制の強化
地方厚生局

表１ 歯科医院締め付けのイメージ
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表２　患者苦情・相談窓口の受付件数 
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吹田社保協からのご案内

映画『シッコ』無料上映会
　アメリカでは６人に１人が無保険
で、毎年１万８千人が治療を受けら
れずに死んでいく　　。アメリカ医
療の実態を告発する映画『シッコ』
を無料で上映します。「医療崩壊」
が進む日本の医療を考えるために
も、ぜひご鑑賞ください。
【日時】10月14日（火）午後６時半～
【場所】メイシアター中ホール（阪急「吹田」駅前）
【問い合わせ】協会まで
　　　　　　（☎06‐6568‐7731）

「
強
化
さ
れ
る
指
導
監
査
体
制

�
―

大
阪
社
会
保
険
事
務
局
か
ら
近
畿
厚
生
局
へ
」

日
時　

11
月
８
日
（
土
）
午
後
７
時
～
９
時

会
場　

�

す
て
っ
ぷ
（
エ
ト
レ
豊
中
５
階
）
セ
ミ
ナ
ー
室
１

（
阪
急
「
豊
中
」
駅
横
）

定
員　

50
人

講
師　

社
保
研
究
部
・
政
策
部
講
師
団

会
費　

会
員
無
料
、
未
入
会
者
１
万
円

北
大
阪
地
区
講
習
会

「
労
基
法
な
ど
の
改
正
点
を
踏
ま
え
た

�

就
業
規
則
の
作
成
」（
仮
題
）

日
時　

11
月
９
日（
日
）午
前
10
時
～
12
時

会
場　

保
険
医
会
館　

定
員　

40
人

講
師　

桂
好
志
郎
氏（
社
会
保
険
労
務
士
）

会
費　

会
員
無
料
、未
入
会
者
１
万
円

東
西
南
・
南
部
地
区
合
同
院
長
講
座

「
洗
練
さ
れ
た
接
遇
・
マ
ナ
ー（
上
級
編
）」

日
時　

11
月
９
日（
日
）午
前
10
時
～
午
後
１
時

会
場　

保
険
医
会
館　

定
員　

50
人

講
師　

西
出
知
子
氏（
接
遇
マ
ナ
ー
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
）

会
費　

３
千
円

東
西
南
・
ス
タ
ッ
フ
対
象
講
習
会

未
入
会
者
と
は
、
会
員
院
所
に
勤
め
る
勤
務
医
未
入
会
者
で
す

※
協
会
行
事
な
ど
を
本
紙
で
報
道
す
る
た
め
、
講
習
会
な
ど
の
写
真
で

個
人
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
趣
旨
を
ご
理
解
の
上
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
講
習
会
で
の
ビ
デ
オ
撮
影
や
録
音
は
お

断
り
し
ま
す
。

※
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
と
は
、
医
科
・
歯
科
両
協
会
が
協
同
組
合
会
館
５
Ｆ

に
共
同
で
建
て
た
ホ
ー
ル
の
名
で
す
。

「
歯
根
破
折
症
例
に
学
ぶ
破
折
防
止
の
戦
略

�―

接
着
性
支
台
築
造
か
ら
非
侵
襲
性
覆
髄
ま
で―

」

日
時　

10
月
５
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
１
時

会
場　

Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
（
保
険
医
会
館
東
隣
り
）　

定
員　

１
０
０
人

講
師　

林
美
加
子
氏

　
　
　

（
大
阪
大
学
歯
学
部
附
属
病
院
保
存
科
外
来
医
長
）

会
費　

会
員
３
千
円
、
未
入
会
者
１
万
円

10
月
度
生
涯
研
修

「
歯
科
医
療
締
め
付
け
へ
の
対
抗
策
」

協
会
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー

中

「
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
の
難
症
例
鑑
別
の
ポ
イ
ン
ト
と

�

そ
の
対
応
に
つ
い
て―

す
べ
て
の
患
者
さ
ん
に―

」

日
時　

11
月
16
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
１
時

会
場　

Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
（
保
険
医
会
館
東
隣
り
）

定
員　

１
０
０
人

講
師　

堀
内
克
啓
氏
（
大
阪
大
学
歯
学
部
臨
床
教
授
）

会
費　

会
員
３
千
円
、
未
入
会
者
１
万
円

11
月
度
生
涯
研
修

う
こ
と
を
肝
に

銘
じ
て
、
私
た

ち
は
き
ち
ん
と

政
治
を
見
る
必

要
が
あ
る
。

　

個
人
情
報
保

護
法
、
医
療
安

全
の
指
針
・
研

「
平
和
憲
法
と
私
」（
仮
）

日
時　

11
月
22
日（
土
）午
後
４
時
～
６
時

会
場　

Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル　

定
員　

１
０
０
人

講
師　

土
井
た
か
子
氏（
元
社
民
党
党
首
）

会
費　

�

会
員
無
料（
ご
家
族
・
ス
タ
ッ
フ
の
方
と
是
非
ご
参
加

く
だ
さ
い
）

お
お
さ
か
医
科
・
歯
科
九
条
の
会　

秋
の
平
和
講
演
会

修
の
義
務
化
、
レ
セ
プ
ト
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
な

ど
、
法
律
や
通
知
に
よ
っ
て

歯
科
医
院
へ
の
締
め
付
け
が

年
々
強
ま
っ
て
い
る
（
表

１
）。
厚
労
省
の
狙
い
は
、

「
医
療
費
の
効
率
化
」
に
名

を
借
り
た
医
療
費
の
抑
制
で

「
指
摘
事
項
」
の
対
象
は
、

劇
毒
薬
の
指
摘
や
Ｘ
線
の
放

射
線
量
の
測
定
、
院
内
掲
示

な
ど
。
改
善
報
告
を
要
し
な

い
「
口
頭
指
導
」
も
含
め
る

と
70
％
の
診
療
所
が
何
ら
か

の
指
摘
を
受
け
て
い
る
。
関

東
信
越
地
方
で
は
、
指
導
強

化
の
流
れ
で
集
団
的
個
別
指

導
の
個
別
部
分
を
大
幅
に
増

や
す
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
方
式
が
近
畿
に
持

ち
込
ま
れ
る
可
能
性
も
あ

る
。

協会行事案内講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。 お申し込みは 電　　話　06-6568-7731

ファクス　06-6568-0564

か
。
法
律
を

踏
ま
え
て
対

処
す
る
と
い

う
手
段
が
あ

る
。
安
全
管

理
な
ど
の
立

入
検
査
は
、

医
療
法
や
健

康
保
険
法
が
根
拠
法
だ
が
、

当
局
に
与
え
ら
れ
た
権
限
は

「
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め

ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
の
歯
止
め
規

定
が
あ
り
、
恐
れ
る
必
要
は

な
い
。
検
査
理
由
の
説
明
を

求
め
、
日
を
改
め
て
も
ら
え

ば
良
い
。

　

個
別
指
導
へ
の
対
応
は
、

行
政
手
続
法
を
活
用
す
る
。

同
法
で
は
「
行
政
指
導
の
内

容
が
あ
く
ま
で
も
相
手
方
の

任
意
の
協
力
に
よ
っ
て
の
み

実
現
さ
れ
る
も
の
」「
相
手

方
が
行
政
指
導
に
従
わ
な
か

っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
あ
く
ま
で
も
「
任
意

の
協
力
」
が
基
本
で
あ
る
。

個
別
指
導
の
対
象
に
な
っ
た

場
合
は
、
指
導
の
趣
旨
、
責

任
者
を
書
面
で
提
示
さ
せ
る

こ
と
が
大
事
で
あ
る
。


